
第１条　　 宮城調理製菓専門学校における試験、学業成績の評価及び学年の課程修了並びに

　　卒業認定については、この規則の定めるところによる。

第２章 　試　験

第２条 １  定期試験は、前期期末試験及び後期期末試験とする。

２  前期末試験は、第１学年および第２学年に対してカリキュラムに定める

　　授業科目（以下「科目」という。）について、前期学期末の時期に行う。

３  後期期末試験は、各学年末に行う。

第３条 １  追試験は、当該年度内に実施する欠席者追試験と合格点に至らなかった場合の

　　　　　特別追試験とする。

　　　　　欠席者追試験を受験する者で病気が理由により出席停止および就職試験、

　　　　　災害等などによる公認欠席に該当する場合は医師の診断書等理由を証明する書類、

　　　　　事故等の場合はその理由書を添付し、学級担任を経て校長に提出して、許可を

　　　　　受けなければならない。　尚、学校長より許可が出た場合については追試料を

　　　　　免除する。

　　　２  定期試験中に不正行為を行った者及び懲戒処分のため定期試験を受けられなかった者は、

   　　　 当該試験科目の追試験を受けることができない。

　　　３　追試料は別途定める。

第３章　　 学業成績の評価方法及び単位の認定

（学業成績の評価）

第４条 １　履修科目の学業成績の評価は、試験の成績を１００点法で行う。

　 　 ２  履修科目の学年成績は、各学期成績を総合して評価する。

　　　３  学業成績を評価基準は次の通りとする。

評 価 基 準

１００点～６０点 　合格

５９点以下　　　 不合格

第５条 　　欠席者追試を受けた場合の成績は点数の８０％の掛け率にて算出する。小数点

        　以下の端数は四捨五入とする。特別再試験については減点をしない。

　　　　　なお、第３条に規定する追試料免除者の中で就職試験等の理由で学校長が認めた場合、

　　　　　実技試験について減点しないこともある。
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第６条 １　正当な理由なくして試験を欠席したと認められる者に対しては、欠席した試験の成績を

　　　　　零点とする。

 　　　２  懲戒処分のため定期試験を受けられなかった者の当該科目の試験成績は、零点とする。

第７条 　  定期試験中に不正行為を行った者の当該期間中に行われた全科目の試験の

　　　　　成績は、零点とする。

第８条  　 履修科目の出席時数が当該科目の学則第７条に定める規定時間数以上を出席し

　　　　　試験の成績評価が６０点以上の場合は、当該科目を修得したものとして認定する。

第９条 　１　学生指導要録に記載する学年成績は試験成績を記録し、必要がある場合は評語で

　　　　　記録することができる。

　　　　２  生徒に渡す成績通知表には、試験成績を記入し、通知する。

　　　　３  校外に対して発行する証明書は、必要がある場合は評語で証明することができる。

第１０条   学年の課程修了は、学則第７条に規定する履修時間数、履修状況等を総合して

　　　　判定するものとし、進級・卒業認定会議を経て校長が認定する。

第１１条 １　学年の課程修了を病気、成績不良、一身上の都合等の理由により進級認定会議に

　　　　　於いて認定されない者は留年とする。なお、課程の修了認定は校長がこれを行う。

　　　　２  第１学年および第２学年において留年した場合は、当該学年の科目をすべて

再履修しなければならならない。

第１２条　 第２学年の課程を修了した者の卒業の認定は、卒業認定会議を経て、校長がこれを

行う。

第１３条   転学科・転コースの実施について必要な事項は、別に定める。

第１４条　この規程にかかる事務は、教務課において行う。

第１５条　この規程の改正は、理事会の議決を経て行う。

附 則

この規則は、平成２９年１１月１日から施行する。

第４章 　学年の課程修了及び卒業認定

（学年の課程修了の認定）












